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別表十三(五)
｢18｣欄又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P49～P51参照

P51～P53参照



○　別表十三(五)｢18｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(平成26年旧措置法第１号該当)

(第１号該当)

(平成26年旧措置法第２号該当)

(第２号該当)

(平成26年旧措置法第３号イ又は
ロ該当)

(第３号イ又はロ該当)

(平成26年旧措置法第３号ハ該当)

(第３号ハ該当)

(平成26年旧措置法第４号該当)

(第４号該当)

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00359

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00359

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00360

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00360

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00549

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00549

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00550

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00550

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00361

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00551

｢18｣の欄の金額(当該金
額が同表｢24｣欄の金額
を超える場合には、同
欄の金額)
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(平成26年旧措置法第５号該当)

(第５号該当)

(平成26年旧措置法第６号該当)

(第６号該当)

(平成26年旧措置法第７号該当)

(第７号該当)

(平成26年旧措置法第８号該当)

(平成26年旧効力措置法第８号該
当)

(第８号該当)

(平成26年旧措置法第９号該当)

(第９号該当)

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00362

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00552

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00363

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00363

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00235

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00235

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00236

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧効力措置法第
65条の７第１項｣若しくは｢
平成26年旧効力措置法第65
条の７第９項｣又は｢平成26
年旧効力措置法第65条の
９｣

00236

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00236

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00422

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00422

｢18｣の欄の金額(当該金
額が同表｢24｣欄の金額
を超える場合には、同
欄の金額)
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(平成26年旧措置法第10号該当)

(第10号該当)

(平成26年旧措置法第１号から
第10号該当)

(平成26年旧効力措置法第８号該
当)

(第１号から第10号該当)

○　別表十三(五)｢33｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(平成26年旧措置法第１号該当)

(第１号該当)

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の７第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の７第
９項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00364

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の７第１項｣若しく
は｢第65条の７第９項｣又は
｢第65条の９｣

00364

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第７項において準用す
る平成26年旧措置法65条の
７第１項｣若しくは｢平成26
年旧措置法第65条の８第８
項において準用する平成26
年旧措置法第65条の７第９
項｣又は｢平成26年旧措置法
第65条の９｣

00557

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧効力措置法第
65条の８第７項において準
用する平成26年旧効力措置
法第65条の７第１項｣若し
くは｢平成26年旧効力措置
法第65条の８第８項におい
て準用する平成26年旧効力
措置法第65条の７第９項｣
又は｢平成26年旧効力措置
法第65条の９｣

00557

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第７項におい
て準用する第65条の７第１
項｣若しくは｢第65条の８第
８項において準用する第65
条の７第９項｣又は｢第65条
の９｣

00557

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00365

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00365

｢18｣の欄の金額(当該金
額が同表｢24｣欄の金額
を超える場合には、同
欄の金額)

｢33｣の欄の金額(当該金
額が同表｢35｣の欄の金
額を超える場合には、
同欄の金額)

※　｢第65条の７第９項｣又は｢第65条の８第８項において準用する第65条の７第９項｣は、企業組織再
　編成に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

※　｢第65条の９｣は、特定の資産を交換した場合の課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

※　区分番号｢00557｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る買替資産を取得した場合が該当
  します。
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(平成26年旧措置法第２号該当)

(第２号該当)

(平成26年旧措置法第３号イ又は
ロ該当)

(第３号イ又はロ該当)

(平成26年旧措置法第３号ハ該当)

(第３号ハ該当)

(平成26年旧措置法第４号該当)

(第４号該当)

(平成26年旧措置法第５号該当)

(第５号該当)

(平成26年旧措置法第６号該当)

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00366

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00366

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00553

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00553

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00554

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00554

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00367

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00555

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00368

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00556

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00369

｢33｣の欄の金額(当該金
額が同表｢35｣の欄の金
額を超える場合には、
同欄の金額)
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(第６号該当)

(平成26年旧措置法第７号該当)

(第７号該当)

(平成26年旧措置法第８号該当)

(平成26年旧効力措置法第８号該
当)

(第８号該当)

(平成26年旧措置法第９号該当)

(第９号該当)

(平成26年旧措置法第10号該当)

(第10号該当)

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00369

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00254

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00254

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00255

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧効力措置法第
65条の８第１項｣若しくは｢
平成26年旧効力措置法第65
条の８第２項｣又は｢平成26
年旧効力措置法第65条の
９｣

00255

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00370

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00255

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢平成26年旧措置法第65条
の８第１項｣若しくは｢平成
26年旧措置法第65条の８第
２項｣又は｢平成26年旧措置
法第65条の９｣

00423

｢33｣の欄の金額(当該金
額が同表｢35｣の欄の金
額を超える場合には、
同欄の金額)

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00370

※　｢第65条の８第２項｣は、企業組織再編成に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

※　｢第65条の９｣は、特定の資産を交換した場合の課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例

｢第65条の８第１項｣若しく
は｢第65条の８第２項｣又は
｢第65条の９｣

00423

特定の資産の買換えの場合等の
課税の特例
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